
別表２

交 付 基 準

本会の予算の範囲内で交付するものとする。

上記の表について校区・地区の実情に照らし、会長が必要と認める場合は、公平性を逸脱しない範囲で

変更することができる

備考・・・ かねてから校区・地区福祉委員会に補助する額は、一定額としてきたが、活動の頻度や事業規

模、地域人口等で公平性に一定の課題があったことに配慮し、平成 23 年度より交付基準改正を

行った。Ｈ26 年度、改正 3 年目を向かえ、補助額に関するアンケートを実施したところ一定評

価を得たことから、平成 27 年度以降も交付基準について現行継続とする。

種 類 校 区 地 区 内 容

基本的運営及び

個別支援活動加算

15,000 円／回

※年 12 回を上

限とし加算する

上限 180,000 円

2,500 円／回

※年 12 回を上

限とし加算する

上限 30,000 円

連絡調整会議･･･地域福祉の基盤づくり

広報啓発活動･･･情報提供

研修・学習会･･･地域福祉を担う人材育成

調査アンケート･･･地域住民ニーズの把握

個別支援活動･･･見守り安否確認、家事援助等

地域人口加算 一人当たり・・・ 20 円 校区・地区の人口規模により加算

サロン活動加算

12,000 円／回

※年 12 回を上

限とし加算する

上限 144,000 円

2,000 円／回

※年 12 回を上

限とし加算する

上限 24,000 円

地域のニーズに応じた、対象者を限定とした集

団援助活動

例）いきいきサロン、子育てサロン

ティーサロン、転倒予防教室 等

ふれあい交流事業加算 100 人未満・・・ 20,000 円

100 人以上・・・ 40,000 円

※年 1回のみ加算する

※参加人数規模により加算する

地域内の全住民または地域内の世代間交流に

より地域住民の結びつきの強化を行う

例）地域ふれあい福祉祭り

子供たちに伝える昔遊び教室

餅つき大会

ふれあい清掃活動 等


